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令和８年度指定採水員指定講習会の開催について（ご案内） 

 

時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

当協会の事業につきましては、平素からご協力をいただき厚くお礼申し上げます。 

さて、福岡県（北九州市・大牟田市を除く）では、浄化槽法第11条に基づく検査において、浄化槽検査員以

外のものが採水を行う場合、福岡県の指導監督のもとで当協会が実施する講習会の修了者でなければならない

と規定されています。 

つきましては、下記の日程で標記講習会を開催しますので、受講をご希望の方は、裏面の詳細事項をご確認の

うえ、申込書（青い用紙）に必要事項をご記入いただき、FAXにてお申込み下さい。 

 

 

記 

 

 地区 開催日 会場 所在地 定員(名) 申込期限 

第
１
期 

北九州 令和８年７月30日(木) 
行橋商工会議所 

３階 大研修室 

行橋市中央 

１丁目9-50 
更新80 令和８年 

６月26日(金) 

まで 筑豊 令和８年７月31日(金) 
福岡県立飯塚研究開発センター 

２階 多目的ホール 

飯塚市川津 

680-41 

新規20 

更新60 

第
２
期 

筑後 令和８年11月26日(木) 
久留米地域職業訓練センター 

３階 大ホール 

久留米市東合川 

5丁目9−10 

新規30 

令和８年 

10月23日(金) 

まで 

更新50 

筑豊 令和８年11月27日(金) 
福岡県立飯塚研究開発センター 

２階 多目的ホール 

飯塚市川津 

680-41 

新規20 

更新60 

第
３
期 

筑後 令和９年２月25日(木) 
久留米地域職業訓練センター 

３階 大ホール 

久留米市東合川 

5丁目9−10 

新規30 

令和９年 

１月22日(金) 

  まで 

更新50 

福岡 令和９年２月26日(金) 
福岡生活衛生食品会館 

５階 大会議室 

福岡市博多区千代 

1丁目2-4 
更新120 

 本年度より、「新規受講者」と「更新受講者」のカリキュラムを一部分離して開催いたします。詳細は、別紙のカリ

キュラムをご覧ください。 

 北九州会場と福岡会場では、「新規受講者」のための講習会は開催しませんので、十分ご注意ください。 

  

【お問合せ先】 

一般財団法人福岡県浄化槽協会 総務課企画係 

担当者：世良・大久保  TEL 092-947-1800 

                  FAX 092-947-3636 



令和８年度指定採水員指定講習会について 
 

１．「指定採水員指定講習会」とは 

  福岡県（北九州市・大牟田市を除く）では、浄化槽法第11 条に基づく検査において、浄化槽検査員以外の

ものが採水を行う場合、福岡県の指導監督のもとで当協会が実施する講習会の修了者でなければならないと

規定されています。 

本講習会を修了した場合の指定証明書の有効期限は、令和１２年３月３１日までとなります。 

 

２．対象者と区分 

（１）対象者 

指定採水員の指定を受けようする浄化槽管理士（免状取得見込み含む※1）で、以下のいずれかに該当する方 

 福岡県（北九州市・大牟田市を除く）を営業区域として県知事、福岡市長又は久留米市長の登録を受け

ている保守点検業者又はその従業員 

 福岡県（北九州市・大牟田市を除く）の市町村長の許可を受けている浄化槽清掃業者又はその従業員 

※１ 「免状取得見込み」とは、浄化槽管理士国家試験に合格又は浄化槽管理士講習を修了された方で、 

まだ免状の交付を受けていない方です。 

（２）区分 

 新規の受講者：初めて指定採水員の指定を受けようとする方 

 更新の受講者：既に指定採水員であり、有効期限が令和9年３月３１日をもって満了する方※2 

※２ 有効期限内の受講も可能です。有効期限内に受講された場合、受講した翌年度から起算して3年 

間、有効期限が延長されます。 

    

3．提出書類と申込方法 

（１）新規の受講者 

受講申込書（別紙の記入例に従って記入したもの）と併せて以下の書類を当協会へFAXしてください。 

① 浄化槽管理士免状をお持ちの場合 

浄化槽管理士免状を当協会へFAXしてください。 

② 浄化槽管理士免状をお持ちでない場合 

浄化槽管理士試験の「合格証書」又は浄化槽管理士講習の「修了証書」を当協会へ FAX してくださ

い（申込み前に必ず「浄化槽管理士免状の交付申請手続き」を行ってください）。 

（２）更新の受講者 

受講申込書（別紙の記入例に従って記入したもの）を当協会へFAXしてください。 

 

※注意事項 

 3．（1）②により申し込まれた新規の受講者は「浄化槽管理士免状」を取得後、必ず当協会まで免状を

FAX してください。免状確認後、指定証明書の発行手続きを行います。免状が確認できませんと、本

研修の指定証明書は発行できませんのでご注意ください。 

 お申込み後に日程を変更される場合は、各申込期限までにFAXにてご連絡下さい。 

 FAX受信をもって申し込み完了となります。開催日の一週間前を目途に受講者一覧表をお送りします。 

 当日の紙資料の配付はございません。資料が必要な方は、下記の二次元コード又は当協会ホームページ

からダウンロードしていただきますようお願いいたします。 


